
6月28日はボーナス(特別給)

2.21月分支給

◎特別給は「期末手当」と「勤勉手当」との２つからなります。
「期末手当」は、特別給支給日の基準日(６月１日)までの在職期間で算定されます。
今年が２年目以降の方、新採用だけど昨年度は１年間常勤講師をしていた方は、在職
期間満額（１.２２５月）で支給されます(講師経験の無い初任の方は０.３６７５月)。

2020 年 4 月まで、臨時教職員の常
勤講師は、連続して１年勤務させて
はならないとの解釈から概ね３月３
１日の「１日」は職を解かれた「空
白の１日」が設けられ、その「１日」
のために夏の特別給が約３０％もカ
ットされていました。
この問題を全国で最初に総務省と

の交渉で明らかにしたのは、兵庫高
教組です。

「勤勉手当」は、｢その者の勤務成績に応じて｣支給と条例に
あります。高教組はこの考え方に反対し続けています。理由は
いくつかありますが、たとえば、長時間勤務が｢優秀｣なのか、
生徒の進学・就職実績が繋がるのか、生徒指導で悩んで困って
いることを他の教員と相談すると｢力不足｣なのか等々、教職員
の働き方や職員室での共同が失われるということを懸念してい
ます。高教組は全て「期末手当」での支給を要求しています。

◎「期末手当」を計算してみよう！

<計算式> 各人の給料明細から数字を挿入し計算。

給与
+
扶養

+
給与

+
扶養

×
地域手当

×１.２２５
(調整額) 手当 (調整額) 手当 支給率

再任用0.6875
初任 0.3675

円 円 円 円

+ 給与
+
地域 × 職域域 ＝

自分の給与 (調整額なし) 手当 加算率

表から挿入 期末手当

円 円 ※参考に

◎「勤勉手当」を計算してみよう！
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※昨年度の高教組と県教委との交渉で会計年

度任用職員にも｢期末手当｣に加え｢勤勉手当｣

も支給されるようになりました。

ただし、非常勤講師は１週１５

時間30分(50分授業で週18.6コマ)

未満の方には支給されません。

交渉の課題と考えています。

地域手当は｢県行革｣で削減されたまま。本来は下記より1.5％高い
9.4％ 神戸・尼崎・西宮・芦屋 6.4％ 姫路

伊丹・宝塚・川西・明石 4.4％ その他の地域
職域加算率

5％ 教育職１級63号給以上・２級55号給以上
技能労務職８７号給以上・行政職４～６給

10％ 教育職２級141号給以上・教育職３級・行政職７級以上

初任者0.663月
再任用1.155月
介助員･生活学習支援員2.50月
昨年度より０.０１月分ＵＰ

期末手当 在職期間 再任用以外 再任用職員

６ヶ月 １.２２５月 ０.６８７５

５ヶ月以上 ０.９８ ０.５５

３ヶ月以上 ０.７３５ ０.４１２５

３ヶ月未満 ０.３６７５ ０.２０６２５

会計年度任用職員は「再任用以外」と同じ

勤勉手当 在職６月 良好 優秀 特に優秀

再任用以外 ０.９８５月 １.１３ １.２７５

(４月採用) ０.２９５５ 0.339 0.3825

再任用職員 ０.４６７５ ０.５０５

会計年度任用職員は一律１.０２５

広島県では昨年度の交渉で再任用者も定年延長者と同じく月例給は現役時の７割に

高教組 HP にも UP しています。「兵庫高教組」で検索 組合加入で賃金(給与)決定の交渉にいつか参加しませんか

民間でいう｢ボーナス｣を公務員は｢特別給｣といい、本来は６月３０日支給で

すが、当日が日曜で金融機関がお休みのため、今年度は２８日に支給されます。

今回は、自分の特別給が何円になるのかを計算しながら、高教組が昨年度、

組合員の要求に基づいて勝ち取ってきた成果とこれからの課題を考えます。


